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令和２年８月２８日 

新宿区立江戸川小学校保護者の皆様 

新宿区立江戸川小学校 

校長  早藤 基代孝 

 

2 学期開始にあたっての学習や校内生活について 

 

 例年よりも短期間の夏季休業期間が終わり、２学期が始まりました。保護者の皆様には、新型コロナウイル

ス感染防止の対応にご理解をいただき、誠にありがとうございました。 

２学期が開始されるにあたり、新型コロナウイルス感染防止に関する学習や校内生活における留意点を国や

都から通知されている内容を基に以下のように設けました。ご参照いただいた上で、ご理解の程よろしくお願

いいたします。 

※【学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」の改訂

について ２０２０年８月１１日付文部科学省】を基に１学期からの変更点を明記しました。 

 

１ 各ご家庭にお願いしたいこと（１学期から継続） 

 （１）登校前の検温について 

  各ご家庭には分散登校時から継続して児童の検温と、健康カードへの記録と提出を毎日お願いいたします。

検温の記録等で健康状況を把握してからの教室入室となります。 

 （２）登校前の健康状況の把握 

  １学期と同様に、各ご家庭におかれましては、軽微な発熱や咳だけではなく、「だるさ」に代表される倦

怠感等も含む体調不良に関して、登校を控えるようにお願いいたします。 

 

２ 感染防止に関すること 

【学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」の改訂につ

いて ２０２０年８月１１日付文部科学省のＨＰで公表】 

 ・床は、通常の清掃活動の範囲で対応 

・机・椅子の特別な消毒は不要 必要に応じて家庭用洗剤等を用いて拭き掃除（児童が行ってもよい）  

・トイレや洗面所は家庭用洗剤を用いた通常の清掃活動の範囲で可 

・大勢がよく触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチ等）は、１日１回（家庭用洗剤等を用いた拭き掃除

で代替可能） 

・上記に加えて特別な消毒作業は基本的に不要 それでもという場合は、外部人材の活用も可、過度な消毒

とならないようにする 

・器具、用具や清掃道具など共用するものについては、使用の都度消毒を行うのではなく、使用の前後に手

洗いを行うよう指導する 

 

 上記の通達を基に、本校では以下の対応を致します。 ※１学期からの変更点を記しました。 

 （１）清掃・消毒に関すること 

  ①清掃は火・金曜日の下校前に全児童で行います。 

  ②清掃場所は学級の教室と割り当てられた専科教室とし、床面の雑巾掛けは行いません。 
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  ③各教室に掃除機を常備し、短時間で効率的に清掃を行います。 

  ④大勢がよく触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチ等）は、１日１回消毒剤で消毒します。 

  ⑤タブレットＰＣは、使用の都度ディスプレイとキーボードを消毒用のクロス（アルコール対応のウエッ

トティッシュ）で児童と共に消毒します。 

 

 （２）学習活動等に関すること 

  ①各教科等の用具・器具を使用した活動を実施します。 

  ②意図的な身体接触が伴う活動や、近距離で大きな声を掛け合う活動も行わないようにします。 

  ③音楽のリコーダー演奏は、近距離で対面した状況では行いません。歌唱はマスク着用で行います。 

 

 （３）手洗いについて 

  本校では、文科省の通達にあるように手洗いの励行を重点としていきます。 

     特に共用する用具・器具等を使用する前後や、屋外の活動の前後の手洗いを「新しい生活様式」として啓

発していきます。 

 

２ 熱中症防止に関すること 

教職員は原則マスクを着用し、児童も校内では引き続きマスクの着用をしますが、熱中症警戒アラート発令

時や高温多湿と判断した際は、以下のように対応します。 

 （１）マスク着用に関すること（１学期に発信済み） 

  ①児童は運動と給食（喫食時のみ）の時間はマスクを外します。 

②気温が高くなる日は、「発言や対話等の必要が無い」「全員が前を向いて着席している」「協働で行わな

い」等の状況が考えられる次のような場面ではマスクを外すことを可とします。 

       読書時  テスト時  ＰＣ等での個別の調べ学習時 

  ③登下校時（気温・湿度の高い日）は人と十分な距離を確保できるときは外すことを可とします。 

 

 （２）校舎内の換気と温度調整について 

  ①アラート発令時や高温多湿の日は授業時間中に限り（冷房効率を高めるために）教室の扉を閉じて行い

ます。但し授業間の５分休憩や中・昼休み、清掃時は開放します。 

  ②教室の（校庭に面した）窓と廊下側の天窓は、常時５㎝程度開放して換気に努めます。 

 

 （３）学習活動等の諸活動について 

①アラート発令時や高温多湿と判断したときは、体育授業の運動や休み時間の外遊びについて中止若し

くは量の制限をします。また、活動中に適宜水分補給を促します。 

②室内で活動する場合も、授業間の休憩時間で水分補給をする旨の指導をします。 

 

 

以上の留意点は２学期終了時までを想定しています。今後、国や都、区の動向によって変更が生じること

をご承知おきください。 


